
資料編 

85 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 

 
 



資料編 

86 

◆資料編 

第１節 計画策定経過（平成 26年度） 

 

月  日 会議名等 審議内容等 

5月26日 第1回三郷市介護保険運

営協議会 

① 諮問内容の概要及び第６期計画策定のスケジュールに

ついて 

② 市民アンケート調査の実施結果について 

7月31日 第1回三郷市高齢者保健

福祉計画策定検討懇話会 

① 介護保険制度改正の概要について 

② 第５期計画の進捗状況及び第６期計画の基本方針

（案）について 

・市民アンケート調査の結果 

・第５期高齢者保健福祉計画の進捗状況 

・三郷市の現状及び将来予測 

・第６期高齢者保健福祉計画の基本方針について 

③ 庁内ローリング調査及び介護支援専門員等アンケー

ト調査の実施について 

9月29日 第2回三郷市高齢者保健

福祉計画策定検討懇話会 

① 第６期高齢者保健福祉計画の進捗について 

② 地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業の

検討案について 

10月30日 第3回三郷市介護保険運

営協議会 

① 介護支援専門員等のアンケート調査及び庁内ローリ

ング調査の結果報告について 

② 第６期高齢者保健福祉計画等の素案について 

11月26日 

～12月25日 

パブリック・コメントの

実施 

市内公共施設等、14か所で実施（意見件数：11件） 

11月28日 第4回三郷市介護保険運

営協議会 

① 第６期介護保険事業計画について 

･介護保険料の設定について  

･介護保険施設等の基盤整備について 

1月8日 第3回三郷市高齢者保健

福祉計画策定検討懇話会 

① 第６期高齢者保健福祉計画等に対するパブリック・コ

メントの実施結果について 

② 第６期介護サービス見込量について 

1月30日 第5回三郷市介護保険運

営協議会 

① 第６期高齢者保健福祉計画等に対するパブリック・コ

メントの意見について 

② 介護保険事業計画の詳細について 

③ 第６期介護保険事業計画の諮問の答申（案）について 

2月5日 答申 第６期介護保険事業計画の答申 

2月26日 第6回三郷市介護保険運

営協議会 

① 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関す

るパブリック・コメントの回答について 

② 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の諮問

答申について 
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第２節 規定・条例・規則 

（１）三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会 

○三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会規程 

平成１４年３月１４日 

告示第８４号 

（設置） 

第１条 三郷市高齢者保健福祉計画の策定に関し幅広く市民の意見を聴くため、三郷

市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会は、三郷市高齢者保健福祉計画に関する事項について検討協議する。 

（会員） 

第３条 会員は、三郷市介護保険条例第２章に規定する介護保険運営協議会（以下

「運営協議会」という。）の委員をもって充てる。 

２ 会員の任期は、当該計画の策定完了までとする。 

（座長及び座長代理） 

第４条 懇話会に座長及び座長代理を置き、それぞれ運営協議会の会長及び副会長を

もって充てる。 

２ 座長は、懇話会を代表し、会議の議長となる。 

３ 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 懇話会は、必要の都度、市長が招集する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に会員以外の者の出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、福祉部長寿いきがい課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、座長が会議に諮って定める。 

附 則 

１ この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 三郷市高齢化対策懇話会規程（平成１０年告示第１０１号）は、廃止する。 

附 則（平成２０年３月２１日告示第６０号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 
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（２）三郷市介護保険運営協議会 

○三郷市介護保険条例 （抜粋） 

平成１２年３月１８日 

条例第１８号 

（介護保険運営協議会の設置） 

第３条 介護保険事業の円滑かつ適切な運営のため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項の規定により、介護保険運営

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第４条 協議会は、介護保険事業に関する事項について、市長の諮問に応じ審議する。 

２ 前項に規定する諮問があるときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかにこれ

について市長に答申する。 

（協議会の委員の定数） 

第５条 協議会の委員（この条及び次条において「委員」という。）の定数は、１０人

以内とする。 

２ 委員の構成は、次のとおりとする。 

（１） 被保険者を代表する委員 

（２） サービス提供事業者を代表する委員 

（３） 学識経験を有する委員 

（委員の委嘱等） 

第６条 委員は、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。 

４ 委員は、辞任しようとするときは、市長に届け出て、承認を得なければならない。 

５ 市長は、協議会の委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱するものとする。 

６ 委員は、再任されることを妨げない。 

（規則への委任） 

第７条 前４条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。 
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○三郷市介護保険運営協議会規則 

平成１２年３月３１日 

規則第５０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三郷市介護保険条例（平成１２年条例第１８号。以下「条例」

という。）第７条の規定に基づき、三郷市介護保険運営協議会（以下「協議会」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長及び副会長の任期は、委員として在任する期間とする。 

３ 会長及び副会長は、辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならな

い。 

４ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第３条 協議会は、会長がこれを招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

（所掌事項の例示） 

第４条 条例第４条に規定する介護保険事業に関する事項は、おおむね次のとおりと

する。 

（１） 介護保険事業計画の進行管理に関すること。 

（２） 介護保険特別会計の運営状況に関すること。 

（３） 介護保険基準該当サービスに関すること。 

（４） 地域密着型サービスに関すること。 

（資料の要求） 

第５条 協議会は、必要な資料の提出を市長に求めることができる。 

（市長等の出席） 

第６条 協議会は、必要と認めるときは、市長及び関係職員の出席を求め、意見を聞

くことができる。 

（会議録の作成） 

第７条 会長は、協議会の議事について、次に定める事項を記載した会議録を作成し

なければならない。 

（１） 招集日時及び会議場所 

（２） 出席委員及び欠席委員の氏名 

（３） 議題及びその審議の経過 

（４） その他会長が必要と認めた事項 

２ 会議録には、会長が署名しなければならない。 

３ 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告するものとする。 

（公印） 
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第８条 会長の公印は、次の表のとおりとする。 

＜表省略＞ 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、福祉部長寿いきがい課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。 

附 則 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２９日規則第９号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１９日規則第８号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
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（３）三郷市高齢者保健福祉計画等策定関係行政協議会 

○三郷市高齢者保健福祉計画等策定関係行政協議会規程 

平成１４年３月１４日 

訓令第５号 

（設置） 

第１条 三郷市高齢者保健福祉計画及び三郷市介護保険事業計画（以下「三郷市高齢

者保健福祉計画等」という。）の策定に関し各部課の調整を図るため、三郷市高齢

者保健福祉計画等策定関係行政協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議検討する。 

（１） 三郷市高齢者保健福祉計画等の策定に関すること。 

（２） その他高齢者施策に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、会長、副会長及び委員（以下「構成員」という。）をもって組織

する。 

（会長） 

第４条 会長は、福祉部長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

（副会長） 

第５条 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（委員） 

第６条 委員は、次に掲げる者とする。 

（１） 総務課長 

（２） 企画調整課長 

（３） 財務課長 

（４） 市民課長 

（５） 国保年金課長 

（６） 健康推進課長 

（７） シルバー元気塾いきいき課長 

（８） 市民活動支援課長 

（９） 生活ふくし課長 

（１０） ふくし総合支援課長 

（１１） 長寿いきがい課長 

（１２） 障がい福祉課長 

（１３） 交通防犯課長 

（１４） 危機管理防災課長 

（１５） 商工観光課長 

（１６） 営繕課長 
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（１７） 都市デザイン課長 

（１８） 開発指導課長 

（１９） 消防総務課長 

（２０） 生涯学習課長 

（２１） スポーツ推進課長 

（２２） 前各号に定める者のほか、市長が指名する者 

（会議） 

第７条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第８条 協議会に、協議会の所掌事項に関する専門的事項を調査及び研究するため、

必要な専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会の設置は、協議会が審議決定する。 

３ 部会長及び部会員は、第６条の委員及び職員の中から会長が指名する。 

４ 部会は、部会長が招集する。 

５ 部会長は、部会の会議の議長となり、調査及び研究した事項について、会長に報

告しなければならない。 

（任期） 

第９条 構成員並びに部会長及び部会員の任期は、当該所管事項の審議の終了時まで

とする。 

（庶務） 

第１０条 協議会及び部会の庶務は、福祉部長寿いきがい課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。 

附 則 

１ この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 三郷市高齢化対策関係行政協議会規程（平成１０年訓令第７号）は、廃止する。 

附 則（平成１４年４月２２日訓令第１９号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２９日訓令第５号）抄 

（施行日） 

１ この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１０日訓令第３号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１５日訓令第１３号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日訓令第２号）抄 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年７月６日訓令第２１号） 
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この訓令は、平成２１年７月６日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１２日訓令第５号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１７日訓令第４号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日訓令第７号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 
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第３節 三郷市高齢者保健福祉計画策定検討懇話会・三郷市介護保

険運営協議会委員名簿 

 

氏 名 役 職 名 分 野 

◎ 長友 祐三 
埼玉県立大学 

保健医療福祉学部社会福祉学科教授 

学識経験者 

○ 青木 成夫 三郷市医師会 会長 

宍戸 六郎 三郷市歯科医師会 副会長 

藤竿 千恵美 三郷市薬剤師会 介護保険担当 

田中 良夫 三郷市社会福祉協議会 理事 

晝間 章 社会福祉法人 小鳩会 理事長 

サービス提供 

事業者 
大場 敏明 医療法人財団 アカシア会 理事長 

森 幸枝 三郷市介護支援専門員連絡協議会代表 

尾上 朝子 第１号被保険者代表 

被保険者の代表 

神波 誠 第２号被保険者代表 

◎は会長、○は副会長                     敬称略、順不同 
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第４節 諮問・答申 

 

三長発第  ３６０ 号 

平成２６年 ５月２６日 

 

三郷市介護保険運営協議会 

会 長  長友 祐三  様 

 

三郷市長 木津 雅晟 

 

 

 

三郷市介護保険条例第４条第１項の規定に基づき、次のとおり諮問します。 

 

 

 

（諮問） 

介護保険事業計画については、介護保険法（平成９年法律第１３３号）に基づき

３年に１度の見直しを行うこととされており、平成２７年度から２９年度までの３

年間の第６期三郷市介護保険事業計画の策定について、貴協議会の意見を求めます。 
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三介運第   １  号 

平成２７年 ２月 ５日 

 

 

三郷市長 木 津 雅 晟  様 

 

 

三郷市介護保険運営協議会 

会 長  長 友 祐 三 

 

 

 

 

答   申   書 

 

 

平成２６年５月２６日付三長発第３６０号をもって諮問のあった第６期介護保険事業

計画策定について、当協議会は協議の結果、次のとおり答申する。 
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答   申 

 

（１）保険料基準額 

４，６０８円を基本としたうえで、介護保険給付費支払基金を可能な範囲内で取

り崩し、介護保険料の軽減を図られたい。 

 

（２）保険料段階 

国の標準段階である９段階を基本としたうえで、高所得者層の段階を細分化し、

全１１段階とすることにより、一層の負担能力に応じたきめ細かな保険料設定とさ

れたい。 

 

（３）保険給付 

介護サービスの提供状況が市内で平準化されるよう努められたい。 

  また、入所状況等を踏まえ、特別養護老人ホームをはじめとする施設整備を計画

的に推進するとともに、地域密着型サービスについては、地域のニーズを把握し、

公募等により整備されたい。 

 

（４）利用料助成事業 

利用料助成事業については、低所得者のサービス利用が困難にならないよう引き

続き適正に実施されたい。 

 

（５）地域支援事業 

（ア）地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅医療・介護の連携、認知症施策

の推進に努めるとともに、生活支援体制の整備を図り、住み慣れた住まいで安

心して暮らせる地域づくりの推進に積極的に取り組まれたい。 

（イ）日常生活圏域については、日常生活圏域ニーズ調査の結果等を踏まえたうえ

で、ニーズに合った圏域となるよう、第６期期間中に見直しを図られたい。 

（ウ）介護予防・日常生活支援総合事業の移行に際し、要支援者の介護サービスの

低下とならないよう、十分な準備期間を確保するとともに、市民主体の支援等

も含め、多様なサービスが展開できるよう、関係機関との連携を図り、生活支

援体制の整備に積極的に取り組まれたい。 
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第６期（平成27年度～平成29年度） 

三郷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

発   行 

企画・編集 

平成２７年３月 

三郷市 福祉部 長寿いきがい課 

        ふくし総合支援課ふくし総合相談室 

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地１ 

TEL：048-953-1111（代表） 

URL http://www.city.misato.lg.jp/ 

この冊子は、再生紙を使用しています。 
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三郷市マスコットキャラクター 

「かいちゃん＆つぶちゃん」 

地域包括支援センターみさと南 


